
様式２ 
愛媛県県営住宅指定管理者募集要項等に関する質問票 

 
〔平成２１年７月７日公開分：ＮＯ1～ＮＯ９〕 

№ 日付 資料名 頁 項目 
番号 

質問項目 質問の内容 回  答 

1 6/26 
業務仕
様書 11 

第 4 
4 
（3） 

管理人の謝
礼に対する
源泉徴収に
ついて 

県では管理人の謝礼に対して源泉
徴収しているのでしょうか？ 
管理人謝礼制度を指定管理者で引
き続き行う場合、源泉の税率が我々
民間の場合変る可能性が有ります。 
税理士等対する報酬と同じように、
例えば報酬に対して源泉 20％取る
とかの対応が必要になってきます。 
謝礼に対する源泉徴収分は、今後は
管理人本人が確定申告しなければ
ならなくなります。 
その場合に、現在の管理人さんに違
和感なく移行してもらえるのでし
ょうか？説明会等の機会を利用し
て、理解を求める必要が有るのでは
ないでしょうか。 

源泉徴収義務者が官公庁
（愛媛県）→指定管理者（法
人等）に移る事により、源
泉徴収の考え方が変る事は
有りません。 
県では、現在のところ所得
税法第 204 条の報酬・料金
等に該当しないという見解
により、管理人謝礼に対し
て源泉徴収はしていません
が、もし今後源泉徴収が必
要となる場合には、説明会
等の場を利用して、管理人
の方々のご理解をいただき
たいと思います。 

2 6/26 
業務仕
様書 12 

第 5 
1 

広告事業に
伴う収入に
ついて 

広告事業の収入は、県の収入ではな
く、我々指定管理者若しくは自治会
の収入となるのですか。 

行政財産を使用する場合の
広告事業に係る収益の取扱
いは下記のとおりです。 
○指定管理者が広告主から
徴収する「広告料」は、広
告事業の実施主体である指
定管理者の収入となりま
す。 
○県は許可の相手方（指定
管理者）から占用スペース
等に対して行政財産の目的
外使用料を徴収します。 
○目的外使用料は「愛媛県
財産の交換、譲渡、無償貸
付等に関する条例」のほか
関係規則及び通知によるも
のとし、基本的には、狭義
の目的外使用料（いわゆる
「場所代」）に広告料の５
０％（広告設置に要する経
費は除く）を加算した額と
なります。 
なお、詳細については、県
と指定管理者の間で個々に
協議させていただくようお
願いします。 
参考までに、県通知「指定
管理者施設における広告事
業の取扱いについて」を別
添のとおり添付します。 

3 6/26 

事業実
施状況
資料 
（過去
の県営
住宅管
理事業
費一覧
表） 

-- -- 
管理事業費
一覧表の整
理について 

県営住宅管理費一覧表の内訳は、今
後指定管理者が負担するものと引
き続き県が負担するものが入り混
じっていると思うので、これを分け
て提供いただくことは可能ですか。 

管理事業費一覧表は全県営
住宅（5097 戸）の管理費で
すが、このうち平成 21 年度
分については、指定管理者
担当業務分を別添「県営管
理費事業費一覧表（指定管
理者業務）」に示しました。 
なお、金額は上限委託料算
定基礎とした実績ベースと
しています。 
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4 
6/26 業務仕

様書 
 
11 

第 4 
4 
（1） 

管内駐車場
の情報提供
について 

管内住宅における駐車場の利用台
数、こういう料金の取り方をしてい
るという一覧表を提示して欲しい
です。 

別添「中予地方局管内県営
住宅駐車場有料化実施状
況」のとおり、各戸１台駐
車場整備済みの６団地にお
いて、駐車場有料化を導入
しています。 
なお、駐車場の納入通知書
については、県の財務関係
システムから出力する必要
があるため、指定管理者制
度導入後も、引き続き県で
発行する予定です。 
また、車庫証明業務等は、
承認管理組合にお願いして
います。 

5 6/26 
業務仕
様書 8 

第 4 
2 
（3） 

現在の滞納
者の件数、
比率につい
て 

現在の滞納者の件数もしくは比率
を公表して欲しいです。 

現時点での入居者の滞納状
況は別添「中予地方局県営
住宅家賃滞納状況」のとお
りです。 

6 6/26 業務仕
様書 

8 第 4 
3 
小修繕の実
績について 

水回り等、小修繕の実施履歴を知り
たいです。 

住戸別の修繕履歴について
はデータがありませんが、
別添「小口修繕実績集計表」 
「小口修繕支払リスト」
（H17～H19）、「H20 県営住宅
小口修繕工事」、「平成 20 年
度小口修繕年間契約分修繕
内容」のとおり、建築、電
気、衛生、その他の内容に
おける過去４年間の小修繕
実績一覧を作成したので、
参考にしてください。 
なお、修繕内容について、
Ｈ20 分は全修繕箇所別です
が、Ｈ17～Ｈ19 については
支払単位（全修繕箇所の約
４割程度の件数）となって
いますので、ご留意願いま
す。 
また、今回の小口修繕工事
に関して、資料に公表済の
「中予地方局県営住宅修繕
費一覧」の一部の数字を訂
正させていただきますの
で、ご了解願います。 



 

№ 日付 資料名 頁 項目 
番号 
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7 6/26 業務仕
様書 

8 
第 4 
2 
（3） 

家賃滞納整
理関係業務
における指
定管理者の
対応可能な
範囲につい
て 

家賃滞納整理関係業務の中で、家賃
自体が県の収入になるのならば、指
定管理者は直接の債権者とならな
いので、委託業務の内容は、債権回
収の代行のような性質になります。 
指定管理者の立場としては、「来て
いただけないですか？」と案内する
ことは出来ますが「来なさい。」と
命令する権限は有りません。あくま
で法律に抵触しない範囲で対応す
れば良いと考えれば良いでしょう
か？ 

ご指摘のとおり、仕様書で
の家賃督促等の表現は、誤
解を招いている面もあるよ
うです。 
法的に指定管理者で対応で
きない部分については、県
が直接対応することとし、
基本的には平成 19 年 12 月
27 日付国交省事務連絡「公
営住宅の滞納家賃の徴収対
策の留意事項等について」
の第 1-2-（2）「民間事業者
に委託できるが、その実施
に当たって特に注意が必要
な事務」の範囲での業務を
考えています。（別添資料参
照） 

8 6/26 業務仕
様書 

10 

第 4 
3 
（4） 
ア 
（ｵ） 

高木の現況
について 

高木の扱いについて、各団地ごとに
数量をつかんでいるでしょうか？ 
見積金額を計上するためには、せめ
て幹回りと高さぐらいは知りたい
です。 

現在調査中のため、後日回
答させていただきます。 

 
9 
 
6/26 

事業実
施状況
資料 
（過去
の県営
住宅管
理事業
費一覧
表） 

-- -- 

指定管理者
に委託され
る賃金相当
額について 

県営住宅管理事業費一覧表におい
て、賃金の項目において、どの部分
が指定管理者に委託する部分に相
当するのでしょうか？ 
見積金額を出すために、県営住宅管
理費事業費一覧表における中予地
方局版の予算書を作ってもらえな
いでしょうか？ 

質問３と同様、別添「管理
事業費一覧表（指定管理者
業務）」を参照してくださ
い。 

 


